
機能が低下した、用排水施設の整備、傾斜地の土砂崩壊防止工事を行い、農地
や農業用施設の災害を未然に防止します。

整備により安定した農業用水の
供給が可能となります。

地盤の沈下により農業用水路が機能
しません。

〔担当：農村整備課農地防災係長（内線27-625）〕
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